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2021 年（令和 3 年）

　　 ５５月2828日号

一戸町ホームページ - https://www.town.ichinohe.iwate.jp/

- お知らせ版 - №170Ichinohe広報いちのへPublic
Relations

＊ 本号掲載情報は新型コロナウイルス感染症の
影響により、中止・延期する場合があります。

月日 場所

6 月 20日㈰ 総合保健福祉センター

22日㈫ 県立一戸病院体育館

24日㈭ 総合保健福祉センター

27日㈰ 総合保健福祉センター

29日㈫ 県立一戸病院体育館

7月 4日㈰ 総合保健福祉センター

6日㈫ 県立一戸病院体育館

8日㈭ 総合保健福祉センター

◎新型コロナウイルスワクチン接種予定表（６・7 月）

接種当日のお願い
◎接種当日の受付は、予約時間の 10分前から行いま
　す。シャトルバス以外の方法で来場する場合は、予
　約時間に合せてお越しください。（早く来ても会場
　の外でお待ちいただく場合があります。会場内での
　密集を避けるためご理解、ご協力をお願いします。）
◎注射のときに、肩を出しやすい服装でお越しください。
◎接種券、記入済みの予診票、保険証などの身分証明
　書、お薬手帳を持参してください。

　予約の取れていない高齢者（65 歳以上）
の接種予約を再開します。
■予約開始日時　６月 14 日㈪　9：00 から
■予約方法
　◎予約コールセンター（9：00～ 17：00）
　　☎ 019-681-3172
　　（6月 19日㈯を除く、土日祝日は休み）
　　※ �6 月 14 日㈪～ 19 日㈯および 21 日㈪は

19：00まで受け付けます。
　　※�かけ間違いに注意してください。留守番電

話で予約を受け付けることはありません。
　◎インターネット予約

https://jump.mrso.jp/035246/
　　※�インターネット予約は 24 時

間受け付け可能です。ぜひ、
ご利用ください。

【新型コロナ対策】高齢者対象のワクチン接種予約を再開します

■その他
　�　予約の際は送付済みの接種券を手元に用
意し、接種を希望する日時をあらかじめ決
めて予約してください。予定数に達し次第、
今回の予約を締め切りますが、希望する全
ての高齢者が接種できますので、次回の予
約再開をお待ちください。
　�　接種については、個別に送付している『新
型コロナワクチン接種のお知らせ』をご覧
ください。
問健康子ども課
　☎ 32-3700　内線 608、609、610
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休日開庁のお知らせ（6 月）
【マイナンバーカード交付窓口】　■日時　6月13日㈰、26日㈯　9：30～12：30（※）　■場所　税務町民課
※新型コロナウイルス感染症対策のため、受付時間を短縮しています。　　　問税務町民課　☎33-2111　内線114
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2    広報いちのへ（5 月 28 日号）

『いちのへ町民セミナー』開催

　各課程の内容については、各地区公民館窓口に
ある「受講生募集案内」をご覧ください。
■コース
・共通課程（開講式・閉講式含め 4講座）
　開講式　6月19日㈯　13：00～　町民文化センター
・選択課程（各コース 4～ 5講座）
①身近なライフコース
　問文化センター�　☎ 33-2111　FAX�32-2001
②ワクワク体験コース
　問鳥海地区公民館　☎33-1204　FAX�33-1633

③元気な地域・人づくりコース
　問小鳥谷地区公民館�　☎34-3315　FAX�34-2802
④いきいきコース
　問奥中山地区公民館�　☎35-2112　FAX�35-2959
■対象　町民または町内に勤務している人
■料金　無料　※一部教材費などの自己負担あり
■申込み
　�　6月 17日㈭までに各地区公民館に申し込んで
ください。※期限後も随時受付します。
問生涯学習課　☎ 33-2111　内線 514

無料で受けられる『子宮頸がん検診』実施　

　検診申込者には受検票を配布しますので受診し
てください。これから検診を申し込むときは問い
合せ先まで連絡してください。
■対象者（町民の女性）
�　�　令和 4年 4月 1日時点の年齢が 20歳以上で
偶数歳の人（昨年度に対象年齢で受診しなかっ
た人も対象）
　※�検診車や診療台の乗り降りが困難な人、診療
時の体位の保持が困難な人は受診できません。

■持ち物
　・受検票（ご記入の上、持参ください）
　・健康手帳（40歳以上）
　・ゆるめのスカートまたは大きめのバスタオル
　・ナプキン
■その他
　�　下記日程内に限り、地区指定日以外でも受診
できます。（事前連絡不要）
問健康子ども課　☎ 32-3700　内線 608

月日 受付時間 場所 地区 

6月 14日㈪
９：30～ 10：30

総合保健福祉センター
関屋、女鹿口、女鹿地区、沢田、田中、地切、子守、根反地区

13：00～ 14：00 北舘、袋町、西法寺、稲荷、駅前、諏訪野、元諏訪野、鳥海地区

15日㈫
９：30～ 10：30

総合保健福祉センター
向町、野田坂、野田、中道、平船、楢山 ･来田地区

13：00～ 14：00
越田橋、八幡町、小井田、下町、横町、中町、上町、永代町、中田、樋ノ口、
小滝、鳥越地区

21日㈪
９：30～ 10：30

奥中山地区公民館
奥中山１～４、軽井沢

13：00～ 14：00 火行、摺糠、宇別、旧中山、釜石、二戸郷、日蓄、岳川、豊ケ岡、上下田子、袖ケ沢

22日㈫
９：30～ 10：30

小鳥谷地区公民館
川又、小鳥谷地区

13：00～ 14：00 平糠地区、田中開拓、小繋、田子、蛇ノ島、姉帯地区、面岸地区

7月 16日㈮
９：30～ 10：30

総合保健福祉センター 上記日程で受診できなかった人
13：00～ 14：00

◎検診日程

【新型コロナ対策】建設業、製造業などの事業者に給付金を支給します

　町では対象となる事業者に給付金を支給します。
■対象者　※⑴～⑶全てに該当
⑴一戸町内に主たる事業所を有する中小企業者
⑵次の対象業種に当てはまる事業者
　�　鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業、
電気、ガス、熱供給、水道業、情報通信業の一部、
運輸業の一部、卸売業、無店舗小売業
⑶令和２年 11月から令和３年３月までの売上が、
　①�いずれか 1カ月の売上が前年同月と比較して
50％以上減少し、かつ３カ月の売上が前年同
期と比較して減少している事業者

　②�いずれかの連続する３カ月の売上が前年同期
と比較して 30％以上減少している事業者

■給付金額
　�　令和 2年 11 月から令和 3年 3月までの連続
する 3カ月の売上を前年同期の売上から差し引
いた額（1事業所当たり上限 40万円）
　※�複数の事業所がある場合、個人事業主は 100
万円、会社は 200万円が上限。

■申請方法
　　７月 30日㈮までに下記へ申請してください。
問商工観光課　☎ 33-2111　内線 263


